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聴聞関係文書等閲覧請求書 

 

 

                                   令和 年 月 日 

 

 

 

         税 務 署 長  殿 

 

 

 

                        住       所 

                        氏 名 又 は 名 称         

                        聴聞対象者との関係 

 

 

 

 令和 年 月 日                           において行われる        免許取消しの聴聞に 

                             第 18条第１項 

関し、下記のとおり文書等の閲覧を希望しますので、行政手続法       及び財務省聴聞手続 

                             第 24条第４項 

  第４条第１項 

規則      の規定により請求します。 

  第 12条第１項 

 

記 

 

 

 

 

聴聞の件名 

 

  

 

 

閲覧を希望 

 

する文書等 

 

 

 

 

 

（注） 本文の     免許には、酒類（酒母・もろみ）製造免許又は酒類販売業免許の区分を記載してください。 

    なお、製造免許については、免許の区分に応じ「清酒製造免許」等と記載してください。 

酒 税 


